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亀 山 市 学 童 保 育 所 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  
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別  紙  

亀 山 市 学 童 保 育 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 



亀 山 市 条 例 第   号  

 

   亀 山 市 学 童 保 育 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 学 童 保 育 所 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ８ ９ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 題 名 及 び 第 １ 条 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改 め

る 。  

第 ２ 条 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 、 「 、 位 置 及

び 定 員 」 を 「 及 び 位 置 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 定 員 は 、 お お む ね ４ ０ 人 と す る 。  

 第 ３ 条 及 び 第 ４ 条 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改

め る 。  

 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児

童 ク ラ ブ 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中 「 井 田 川 小 学 校 区 学 童 保 育 所 」 を

「 井 田 川 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 、 「 井 田 川 小 学 校 区 第 二 学

童 保 育 所 」 を 「 井 田 川 小 学 校 区 第 二 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改 め 、 同

項 第 ２ 号 中 「 亀 山 東 小 学 校 区 学 童 保 育 所 」 を 「 亀 山 東 小 学 校 区 放 課

後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 関 小 学 校 区 学 童 保 育 所 」 を

「 関 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改 め る 。  

 第 ６ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児

童 ク ラ ブ 」 に 改 め 、 同 項 第 ４ 号 中 「 関 小 学 校 区 学 童 保 育 所 」 を 「 関

小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改 め る 。  

 第 ７ 条 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 」 に 改 め 、 「 お お

む ね １ ０ 歳 未 満 の 」 を 削 る 。  

 第 ８ 条 か ら 第 １ ０ 条 ま で の 規 定 中 「 学 童 保 育 所 」 を 「 放 課 後 児 童

ク ラ ブ 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  



名 称  位 置  

井 田 川 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ  亀 山 市 み ど り 町 ５ ３ 番 地 ６  

井 田 川 小 学 校 区 第 二 放 課 後 児 童 ク

ラ ブ  

亀 山 市 み ど り 町 ５ ２ 番 地  

亀 山 東 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ  亀 山 市 本 町 一 丁 目 ９ 番 ９ 号  

関 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ  亀 山 市 関 町 木 崎 ８ ６ ４ 番 地 １  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 現 に 存 す る 放 課 後 児 童 健 全

育 成 事 業 を 実 施 す る 施 設 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 第 ２ 条 第 ２ 項 の

規 定 は 、 適 用 し な い こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 施 設

の 定 員 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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